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本計画書は、港湾法第３条の３の規定に基づき、 

・平成１６年５月 第２７回静岡県地方港湾審議会 

・平成１６年７月 交通政策審議会第１１回港湾分科会 

の議を経、その後の変更については 

・平成１８年３月 第２８回静岡県地方港湾審議会 

・平成１９年２月 第２９回静岡県地方港湾審議会 

・平成２０年３月 第３０回静岡県地方港湾審議会 

の議を経た清水港の港湾計画の軽易な変更をするものである。 
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変更理由 

 小型船の安全かつ適切な収容を図るため、折戸地区及び三保地区に

おいて小型船だまり計画を変更する。また、これに伴い、折戸地区に

おいてマリーナ計画を変更する。 

 

   －1－



１ 小型船だまり計画 

小型船の安全かつ適切な収容を図るため、小型船だまりを次のとおり

計画する。 

[小型船だまり計画] 

折戸地区 
折戸小型船だまり 

小型桟橋  ４基 [新規計画] 

三保地区 
 三保小型船だまり 

物揚場  水深２．５ｍ 延長１３０ｍ [既設] 
小型桟橋  ４基 [新規計画] 

 ふ頭用地 １ｈａ [既設] 
なお、これに伴い、船揚場９２ｍを廃止する。 
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２ マリーナ計画 

小型船だまりの計画変更に伴い、マリーナを次のとおり計画する。 
  

 

 [マリーナ計画] 

  折戸地区 

   折戸公共マリーナ 

    航路   水深２ｍ 幅員４０ｍ [既定計画] 

小型桟橋 ４基 [既定計画の変更計画] 

     

既定計画 

小型桟橋  ８基 
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清 水 港 港 湾 計 画 位 置 図 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 計画変更箇所 

凡  例

折戸地区 折戸地区

富士見地区

塚間地区

貝島地区 

三保地区 三保地区

日の出地区

江尻地区

新興津地区

興津地区 袖師地区
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清水港港湾計画図（折戸地区）  

 
 
 
 
 
 
  

だまり 

緑地 2.3ha

折戸小型船 

 

折戸公共マリーナ 

都市機能用地 

1.9ha

緑地 3.5ha

 
 
 

（既定計画）

（ 既 設 ）

外 郭 施 設 （ 既 設 ）

公 共 岸 壁 （ 既 設 ）

公 共 物 揚 場 （ 既 設 ）

公 共 船 揚 場 （ 既 設 ）

専 用 岸 壁 （ 既 設 ）

係 船 浮 標 （ 既 設 ）

（今回計画）

（既定計画）

（ 既 設 ）

（既定計画）

（ 既 設 ）

ふ 頭 用 地 （ 既 設 ）

（既定計画）

（ 既 設 ）

施 設 撤 去 （既定計画）

緑 地

そ の 他 の 用 地

凡   例

航 路 ・ 泊 地

小 型 桟 橋

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ｍ
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公 共 物 揚 場 （ 既 設 ）

公 共 船 揚 場 （ 既 設 ）

専 用 岸 壁 （ 既 設 ）

小 型 桟 橋 （今回計画）

臨 港 道 路 （規定計画）

ふ 頭 用 地 （ 既 設 ）

そ の 他 の 用 地 （ 既 設 ）

凡   例

ｍ

清水港港湾計画図（三保地区） 
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三保小型船だまり

 
 
 
 
 
 
 
 
 


